
東御市温泉 4 施設 入館料等の改定について 
   

平素は東御市温泉 4 施設（湯楽里館、ゆぅふる tanaka、御牧乃湯、アートヴィレッジ明

神館）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

さて、令和 6 年東御市議会 12 月定例会において可決された温泉施設に係る条例の改正に

伴い、温泉 4 施設の入館料等は、下記のとおり料金改定をさせていただきます。何卒ご理解

を賜りますようお願い申し上げます。 
  

記 

   

1.料金改定日  令和 7 年 4 月 1 日（火）から 
  

2.主な料金改定 

利  用  区  分 新  料  金 現 行 料 金 

入  館  料 大   人  ※1 1,0650 円 1,0510 円 

ゆぅふる tanaka 

当日全館利用券 
16 歳以上対象     11,200 円 11,020 円 

回数券（11 枚綴り） 大   人        16,500 円 15,100 円 

東御市 4 温泉施設 

共通利用券 

1 か月利用券      17,000 円 16,000 円 

6 か月利用券 ※2 32,000 円 27,000 円 

ゆぅふる tanaka 

スポーツゾーン利用券 

1 か月利用券      17,500 円 16,500 円 

登 録 料   ※3 12,500 円 12,030 円 

※1 小人の入館料及び身体障害者手帳等の交付を受けている方の割引額は、据え置きとなります。 

※2 新料金での 6 か月利用券を購入の方には、施設内で使えるお買い物補助券 2,000 円分を贈呈予定。 

※3 スポーツゾーン利用券登録料は、再入会の際に必要となる場合がございます。 

 

3.料金改定後の各種利用補助券は差額を支払っての入館をお願いいたします。 

但し、以下の券は差額を支払うことなく御利用いただけます。 

① 東御市発行 共通温泉優待券・・・東御市温泉 4 施設で使用可 

② TOMI ずくだすポイントキャンペーン 無料入館券・・・東御市温泉 4 施設で使用可 

③ 温泉４施設共通回数券（11 枚綴り）・・・東御市温泉 4 施設で使用可 

④ 各施設発行の優待券および利用券・・・券を発行した施設でのみ使用可 

  
  

4.今後の予定 

令和 8 年 4 月 1 日から、東御市４温泉施設共通 6 か月利用券は 35,000 円、ゆぅふる tanaka スポーツ 

ゾーン１か月利用券は 8,000 円への改定を予定しています。 

   

以上 
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